
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和４年８月２２日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 木村さゆり

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

男性の子育て参加促進について

通常の育休に加えて、男性が妻の出産後８週間以内に最大

４週間取得できる出生時育児休業（産後パパ育休）の導入な

どを盛り込んだ改正育児・介護休業法が令和３年６月３日に

成立し、令和４年１０月から新制度に基づき取得できるよう

になる。

⑴ 本市における職員の過去５年の育児休業の取得状況に

ついて伺う。

⑵ 法改正への本市の対応と今後の目標について伺う。

⑶ 男性の家事・子育てへの参画支援についての見解はどの

ようか。

２

災害弱者の命を守るために

災害対策基本法の一部改正により、「避難勧告」が廃止と

なり「避難指示」に一本化された。また、市町村が「災害弱

者」の具体的な避難方法・支援策を決めておくことが努力義

務として盛り込まれた。

⑴ 本市の対応はどのようか。

⑵ 避難行動要支援者の避難方法・支援策はどのように考え

ているのか。

⑶ 災害情報難民ゼロをめざし、どのように通知をしていく

のか。



３

障がい者が社会参加しやすいまちづくりについて

デジタル障害者手帳「ミライロ ID」は紙様式の手帳を持
ち歩かなくても、スマートフォンアプリの画面を見せること

で市内公共サービスの料金減免を受けることができたり、全

国では３，５００以上を超える事業者が本人確認書類として

採用している。また、自治体での活用も１６０市区町村に広

がっている。

⑴ 本市の障害者手帳の交付状況はどのようか。

⑵ 障害者手帳の提示が求められる機会について伺う。

⑶ 「ミライロ ID」の導入について見解を伺う。


